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目黒区中小企業振興基本条例【平成１２年４月１日施行】に基づき、中小企業の基盤の強化及び健
全な発展の促進に取り組んでいます。
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中小企業支援制度の
ご案内

目 黒 区

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前８時３０分～午後５時

相談・申し込みのお問い合わせは
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令和令和55年度年度

　この制度は、区内の中小企業の皆さんが、事業経営の安定や設備の近代化等を図る際に必要な
事業資金を低利で利用できるように、取扱金融機関に対して融資のあっせんをするものです。

中小企業の範囲

融資あっせん制度の受付は予約制です！

産業経済・消費生活課 経済・融資係
電話 03－５７２２－９８８０・９８７９（直通）

相談・申し込みのご予約は

検索⽬⿊区 融資あっせん

融資あっせん制度の
ご案内

中小企業のための

目 黒 区

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前８時３０分～午後５時
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こんな融資は申し込めません

相談から実行までの流れ

融資をうけるためには？

基本となる融資の要件

基本となる必要書類

申　込　者
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①あっせん相談・
申し込み

（
保
証
審
査
）⑦融資実行の

　可否報告

⑤信用保証
　可否通知⑧利子補給

②あっせん書交付

（資格要件審査）

③融資申し込み ④信用保証
　申し込み

⑥融資実行
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相談・申し込みの手続き

利子補給利子補給

相談予約相談予約

融資あっせん融資あっせん
申し込み申し込み

融資申し込み融資申し込み

融資あっせん書融資あっせん書
交付交付

融資実行融資実行

申し込み予約申し込み予約

結果報告結果報告

融資あっせん融資あっせん
相談相談
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融資あっせん制度一覧
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（令和５年４月１日現在）
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（令和５年４月１日現在）
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（令和５年４月１日現在）
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取扱金融機関一覧
（令和５年４月１日現在）
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その他の融資制度（詳細は各機関にお問い合わせください）

関係機関一覧

☎ 

☎ 

☎ 

☎ 

☎ 

（令和５年４月１日現在）

（令和５年４月１日現在）

経営相談

11



各種補助金等支援一覧

（令和５年４月１日現在）
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事   前   予   約   制

実践めぐろ創業塾

その他創業に関連する事業

問い合わせ先　中小企業センター　電話３７１１－１１３５

創業の相談　　受発注の相談
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集客力アップや地域のブランド力向上のためのイベント事業
会員相互の交流事業
地域コミュニティ発展のための事業
街づくり活動、 地区計画策定への参画
商店街街路灯の整備、 維持 ・管理

他の商店主とつながりができる
商店主間で情報交換が行えるようになり、 経営に役立たせることができます。
ビジネスチャンスが広がる
商店会の取組を通じて、 一つの商店ではできない大きなイベントや商店街環境の整備等が可
能になります。
社会貢献ができる
商店会は地域コミュニティの主体として、 様々な活動を行っています。 商店会に加入すること
で、 地域の一員として活動することは社会貢献につながります。
融資利率の引き下げ
区の融資あっせん制度では、 商店会加入者に対して利子の補助を上乗せすることで、 ご本
人の負担を引き下げています。

商店会に加入しましょう！

商店会はこんな活動をしています

商店会加入のメリット

商店街支援事業
（令和５年４月１日現在）
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目黒区　産業経済部　産業経済・消費生活課　商店街振興係　☎５７２２－９８８１

東京都　産業労働局　商工部　地域産業振興課　☎５３２０－４７８７

公益財団法人東京都中小企業振興公社　事業戦略部　経営戦略課　☎５８２２－７２３７

東京都商店街振興組合連合会　☎３５４２－０２３１

商店会への加入方法
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